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東京外かく環状道路の概要

首都圏三環状道路の概要

東京外かく環状道路の全体計画

首都圏三環状道路は、都心部の慢性的な交通渋滞の緩和及び、環境改善への寄与等を図り、さらに、我が国の経済

活動の中枢にあたる首都圏の経済活動とくらしを支える社会資本として、重要な役割を果たす道路です。

近年の開通により、首都圏全体の生産性を高める重要なネットワークとしてストック効果を発揮しています。

東京外かく環状道路は、都心から

約15kmの圏域を環状に連絡する延

長約85kmの道路であり、首都圏の渋

滞緩和、環境改善や円滑な交通ネッ

トワークを実現する上で重要な道路

です。

関越道から東名高速までの約

16kmについては、平成21年度に事業

化、平成24年4月には、東日本高速

道路（株）、中日本高速道路（株）に

対して有料事業許可がなされ、国土

交通省と共同して事業を進めていま

す。

全体計画と幹線道路網図

［JCT・ICは仮称・開通区間は除く］

※1 資機材の調達等が順調な場合
※2 大栄JCT～国道296号IC（仮称）間は、

1年程度前倒しでの開通を目指す

2024年9月時点

4車線化整備
2022(R4)年度から順次開通
（2026(R8)年度全線開通見込み)※1

2026(R8)年度
開通見込み※2
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（平成１９年４月６日 都市計画変更（高架→地下））

（平成２７年３月６日 都市計画変更（地中拡幅部））

計画概要

延 長：約１６ｋｍ

高速道路との接続：３箇所
・東名ＪＣＴ（仮称）
・中央ＪＣＴ（仮称）
・大泉ＪＣＴ

出入口：３箇所
・東八道路ＩＣ（仮称）
・青梅街道ＩＣ（仮称）
・目白通りＩＣ（仮称）

構造形式：地下式

（４１ｍ以上の大深度に計画）

東京外かく環状道路（関越～東名）の計画概要
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住民の皆さまへ

令和２年１０月１８日、調布市東つつじケ丘２丁目付近において地表面陥没を確認、
それ以降も地中に空洞が発見され、周辺にお住まいの皆さまにはご迷惑、ご心配をお
かけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

わたしたち事業者は事故発生直後より、ただちに有識者委員会を立ち上げ、事故原
因の特定を行った結果、シールドトンネルの施工に課題があったことが確認されました。
現在、地盤の補修範囲にお住いの皆さまへ、仮移転または事業者による買取等の

お願いをさせていただくとともに、令和４年１２月からプラントヤード等の整備や管路等の
設置工事、家屋の解体工事を進め、令和５年８月から地盤補修に着手しております。

本日は、現在の地盤補修工事の進捗および今後の予定についてご説明させていた
だきます。

住民の皆さまのご不安な気持ちを早く解消していただくため、少しでも早い地盤補修
の実施に向けて家屋の解体工事や地盤補修工事を進めてまいります。
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地盤補修工事のこれまでの経緯

■これまでの経緯
２０２０年
１０月１８日 地表面の陥没を確認

応急措置として砂による埋土を実施（翌朝埋土完了）

１０月１９日 第１回 有識者委員会※を開催

１０月２３日 第２回 有識者委員会を開催

１１月 ３日 陥没箇所から約４０ｍ北にて、空洞①を確認
（１１月２４日充填作業完了）

１１月 ５日 第３回 有識者委員会を開催

１１月６日、７日 陥没箇所周辺の方を対象とした説明会を開催（計３回）

１１月２１日 陥没箇所から約３０ｍ南にて、空洞②を確認
（１２月３日充填作業完了）

１１月２７日 第４回 有識者委員会を開催
陥没箇所周辺の方を対象に家屋中間調査の意向確認を開始

１２月１８日 第５回 有識者委員会を開催
・陥没・空洞の要因分析（中間とりまとめ）

１２月２０日、２１日 陥没箇所周辺の方を対象とした説明会を開催（計３回）

１２月２５日 専用フリーダイヤルを開設

※トンネルの構造、地質・水文、施工技術等
について、より中立的な立場での確認、検討
することを目的として設置。
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地盤補修工事のこれまでの経緯

■これまでの経緯
２０２１年
１月 ８日 家屋補償等に関する相談窓口を開始

１月１４日 陥没箇所から約１２０ｍ北にて、空洞③を確認
（１月２２日充填作業完了）

２月１２日 第６回 有識者委員会を開催
・追加調査等を踏まえたメカニズムの特定
・地盤の補修範囲等の特定
・再発防止対策の基本方針の議論

２月１４日、１５日 陥没箇所周辺の方を対象とした説明会を開催（計３回）

２月２６日 陥没箇所周辺の各戸訪問（約１，０００世帯）を開始

３月１９日 第７回 有識者委員会を開催
・再発防止対策の確定
⇒報告書の公表

４月 ２日～７日 陥没箇所周辺及び沿線７区市の方を対象とした説明会を開催
（計１０回）

４月１９日 常設の相談窓口（つつじケ丘相談所）を開設
９月１０日 トンネル坑内からの調査結果に基づく地盤補修範囲の特定
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地盤補修工事のこれまでの経緯

■これまでの経緯
２０２１年
１２月１０日、１１日
１２月１４日
１２月１７日、１８日

２０２２年
３月２７日、２８日
９月１１日、１２日

１０月 ７日、 ８日
１２月２１日

２０２３年
１月１７日
６月 ９日～１２日
６月１６日、 １７日
８月 ２日

２０２４年

５月３１日、６月１日
１２月２１日

現場視察会を開催
調布市域（入間川東側エリア）における追加調査結果の公表

『地盤調査状況及び地盤補修に関する検討状況のご説明』

『陥没・空洞箇所周辺にお住まいの方を対象としたオープンハウス』
『地盤補修工事の全体計画の検討状況をご説明するオープンハウス』
『地盤補修工事の全体計画に関するオープンハウス』
地盤補修に向けた準備工事に着手

家屋解体に着手
『地盤補修の施工に関する見学会』
『地盤補修の施工に関するオープンハウス』
地盤補修に着手

『地盤補修の施工状況に関するオープンハウス』
『地盤補修の施工状況等に関するオープンハウス』
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地盤補修範囲

標準配置・断面図

地盤補修の範囲と方法

約 220m

約 16m

○地盤補修範囲に地盤改良体を連続配置することで、元の地盤強度（Ｎ値５０相当）に戻します。
○地盤補修は、トンネル上の東久留米層（砂層）を対象に実施しています。
○武蔵野礫層の落ち込みが確認された陥没・空洞箇所では、武蔵野礫層も地盤補修を実施します。

Mg（武蔵野礫層 砂礫）

ローム質土層

陥没・空洞箇所

His（東久留米層 砂）

トンネル

約35～40m

約3～6m

地盤補修部

：通常の地盤補修マシンによる施工

：小型の地盤補修マシンによる施工

①地盤改良体の品質を確保する

ために、小型の地盤補修マシ

ンを使用して陥没・空洞箇所の

周囲の武蔵野礫層に地盤改良

体を造成します。

②通常の地盤補修マシンにて、

武蔵野礫層の地盤補修を実施

します。

陥没箇所空洞② 空洞① 空洞③※

約16m

・ 強度 ： 3MN/m2以上
・ 本数 ： 約220本
・ セメント系固化材 ： 約130t/本
・ 排泥 ： 約300m3/本

標準配置

Φ約1.5m

陥没・空洞
箇所

陥没・空洞箇所周辺の施工イメージ

断面図

His（東久留米層 砂）

※空洞③において武蔵野礫層の落ち込みは確認されておりません。

①① ②

＜陥没・空洞箇所の地盤補修＞

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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地盤補修の作業フロー

作業フロー

家屋解体完了

地盤補修範囲の境界に沿って仮囲いの設置

地盤改良体造成

削孔

整地

地盤補修マシンの据付

家屋解体完了 仮囲いの設置

整地 地盤補修マシンの据付

削孔・地盤改良体造成
（通常の地盤補修マシン）

削孔・地盤改良体造成

（小型の地盤補修マシン）

○家屋解体後、高圧噴射攪拌工法を用いて地盤補修を下記の通り実施しています。

地盤改良体造成後、次の箇所に
地盤補修マシンを移動

※削孔を用いた物理探査にて隣接地の地盤を確認します。

※
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高圧噴射攪拌工法の施工ステップ

①ケーシング
パイプによる削孔 ②ロッド挿入

③ケーシング
パイプ引抜き

④地盤改良体造成
（ 造成開始 ⇒ 造成中 ⇒ 造成完了 ）

○高圧噴射攪拌工法は、固化材料（以下、セメントスラリーという）を土中に噴射しながら土と混
合撹拌して、円柱状の改良体を造成する工法です。

○地盤改良体の施工は、１本あたり概ね５日程度要します。
○地盤補修マシンは、最大４基で施工します。

改良体の直径 約4ｍ

セメントスラリー

セメント
スラリー

排泥

噴射口削孔穴の保護のため
ベントナイトを充填
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③噴射圧力②深度①位置

圧力計を用いて、セメントスラリーの
噴射圧力が設定値であることを確認
しています。

削孔に使用したパイプの残尺を計測
し、削孔した孔が所定の深さに達して
いることを確認しています。

測量を行い、削孔位置が所定の位
置にあることを確認しています。

④地盤改良体の強度

ボーリングにて採取したコアで一軸圧縮強度試験を行い、
地盤改良体が必要とする 強度（3MN/m2以上）を確保して
いることを確認しています。

地盤補修の施工等の確認

○地盤補修時には、地盤改良体の位置や深度、噴射圧力を確認し、地盤補修範囲の隣接地に
影響を及ぼさないように適切に施工するとともに、地盤改良体の強度を確認しています。

ボーリング実施状況

実施状況

装置の概要図

パイプの
残尺を計測

衛星を利用した

位置計測機器

【一軸圧縮強度試験】 【標準貫入試験】

一軸圧縮試験

地盤改良体で標準貫入試験を行い、
Ｎ値５０相当であることを確認しました。
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地盤補修施工時の主な通行車両

地盤補修施工時の工事車両の主な通行経路

通行時間：8時30分～17時（土日祝日無し）
通行台数：40～80台程度/日（５～10台程度/時間）

入間川

12ｔセメントローリー車 10ｔタンク車

管路

地盤補修施工時の主な通行車両

通行時間：8時30分～17時（土日祝日無し）
通行台数：数台程度/日

4ｔトラック 2ｔダンプ

調布市
東つつじケ丘１

三鷹市中原１

調布市若葉町１

調布市
西つつじケ丘３

仮設材積替場

ルート１

（凡 例）

ルート2

○プラントヤードへの工事車両は、国道２０号（甲州街道）、市道E６４号線を通行して資機材の
運搬や排泥の搬出を行っています。

○また、仮設材積替場から地盤補修箇所及び中継ヤード、資機材ヤードの各ヤードへは、
４ｔトラック等を使用して資機材を運搬しています。

○工事車両が集中しないように分散に努めます。

工事車両の主な通行経路

ルート１

ルート2

地盤補修範囲

管路

資機材ヤード

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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※不測の事態により上記時間外作業を行う場合は、周辺にお住いの皆さまにお知らせします。
※異常気象等の予測できない突発的な事象が発生した場合は、第三者被害が生じないよう工事区域の点検・対策
等で時間に関わらず作業を行う場合があります。

※市道を交通規制し作業する場合は、周辺にお住まいの皆さまへ事前にお知らせします。
※作業音がほとんど発生しない調査等については、土曜日・祝日に実施する場合があります。
作業を実施する場合は、周辺にお住いの皆さまへ事前にお知らせします。

地盤補修工事の作業日と作業時間

作業時間及び工事車両通行時間
工種

日土金木水火月

休 工

作業時間
８時００分～１７時００分（準備・後片付け含む）

※祝休日、夏期休暇及び年末年始は休工

工事車両通行時間
８時３０分～１７時００分

※児童・園児の登下校時間帯は、工事車両の通行を
可能な限り少なくするよう配慮致します。

管路設置

家屋解体

地盤補修
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地盤補修の進捗状況

管路

管路

地盤補修の施工状況

凡例

地盤補修の
完了箇所

南側への配管設置状況

地盤補修範囲

地盤補修の完了状況

管路

＜地盤補修の進捗状況（令和６年１１月３０日時点）＞
○令和５年８月から地盤補修に着手し、地盤改良体約２２０本のうち概ね３割の造成が完了しています。
○地盤補修範囲の仮移転・買取の対象は約３０件で、現在までに２１件の家屋解体が完了しています。
また、資機材ヤードにおいても家屋解体を引き続き行っています。

○地盤補修後の土地利用については、地盤補修後にお住まいになる皆さま、地盤補修範囲周辺にお住まいの皆
さまのご意見をお聞きし、自治体と調整しながら、検討を進めてまいります。

＜地盤補修期間＞
○これまで地盤補修範囲にお住まいの皆さまへ丁寧に説明しながら仮移転・買取等をお願いするとともに、家屋解

体や地盤補修について騒音や振動に配慮しながら慎重に進めてきました。
○また、入間川で発生した気泡の調査や、家屋解体の完了箇所から順次施工するために管路や機械の点検・入

替作業に時間を要したことなどから、令和４年１２月の準備工事着手から概ね２年程度を想定していた地盤補修
工事の期間は、１年程度延長となる見込み※です。

○引き続き丁寧な説明を心掛けながら、安全に細心の注意を払い、責任を持って地盤補修を実施してまいります。

地盤補修範囲

※ 仮移転・買取等の交渉・移転が順調に進んだ場合

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工 13



切り回し道路のイメージ

市道（私道）への管路埋設イメージ通行止めイメージ

市道上の地盤補修計画

○地盤補修範囲を横断する市道及び私道は、切り回しまたは通行止めを実施し、地盤補修に必要な
管路の埋設や地盤補修の施工を予定しています。

○道路の切り回しを行う場合も、切り回し作業と現道への復旧作業の際は、数日間の通行止めが発
生する予定です。

○道路の切り回し及び通行止めの実施時期、期間等の詳細計画については、事前に周辺の皆さまに
チラシ・掲示板でお知らせします。

通行止め期間中は近くの市道へ迂回いただきます。

地盤補修範囲

切り回し道路
市道または私道

切り回し前 切り回し後

切り回しが必要な
地盤補修範囲

切り回しが必要な
地盤補修範囲

通行止めが必要な
地盤補修範囲

切り回し区間の地盤補修完了後は、もとの道路線形へ復旧します。

管路埋設

施工ヤード内 施工ヤード内市道（私道）

地盤補修範囲

市道または私道

地盤補修範囲

市道

市道または私道

断面図

仮囲い仮囲い
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地 盤 補 修 範 囲

中継ヤード②

○市道E２０６号線の地盤補修については、市道の切り回しを実施し、施工を行う予定です。

○道路の切り回しを行う場合、切り回し作業と現道への復旧作業の際は、数日間の通行止め
が発生する予定です。

市道E２０６号線の地盤補修

・ 切り回し区間の地盤補修完了後は、もとの道路線形
へ復旧します。

・ 切り回しにより道路線形が変わるため、必要に応じて
安全対策を講じます。

準備（市道E206号線の切り回し等)が
整い次第、削孔及び造成作業に着手予定

中継ヤード②

切り回しが必要な

地盤補修範囲

注意喚起看板カーブミラー 仮設街路灯クッションドラム

＜市道E206号線切り回しイメージ＞

＜安全対策の例＞
「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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隣接地の地盤の確認状況

○地盤補修範囲の隣接地の地盤については、地盤補修にあわせて、物理探査（S波検層）や
ボーリング調査を基本に確認を行います。

○具体な調査箇所については、事前に周辺の皆さまにチラシ・掲示板でお知らせします。
○引き続き調査を実施し、調査結果については改めて周辺の皆さまにお知らせします。

地盤の確認

確認時の騒音対策確認フロー

確認結果の評価

家屋解体・整地等

ボーリング調査（標準貫入試験）

物理探査（S波検層）

※物理探査は、地盤補修の削孔を用いて行います。

ボーリング調査実施範囲

物理探査実施範囲

凡例

調査時は資機材を囲い
騒音対策を行います。

16



物理探査（Ｓ波検層）ボーリング調査（標準貫入試験）

【Ｓ波検層】

地盤補修の削孔を用いて、地盤内を伝播する弾性波の
伝播時間を測定し、地盤のＳ波速度を求めることで地盤
の状況を把握するための調査です。

地盤補修範囲の隣接地における地盤の確認

【標準貫入試験】
地盤の工学的性質（Ｎ値）等を求めるために行われる試験で、
地盤の安定性を推定する値を得るための調査です。

装置の概要図 調査状況のイメージ

探査の概要

※調査時は資機材を囲い
騒音対策を行います。

7
6
c
m

探査状況のイメージ
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安全・安心確保に向けた取組み気泡の発生原因（推定メカニズム）

入間川で発生した気泡（概要）

（拡大）

・ 監視員の配置
河川内を監視する専属の監視員を配置します。

・ 酸素濃度の計測
気泡の発生が確認された場合は、周辺の酸素濃
度の計測を実施し、結果については、掲示板等で
お知らせします。

・ 地表面等のモニタリング
これまで実施している周辺地域の地表面の変位
計測や造成箇所周辺の地表面監視に加えて、河
川管理施設の計測を実施します。

・ 個別のご対応
酸素濃度の計測等のお申し出をいただいた場合
は、個別に対応します。

①削孔穴の中から一部の空気が、空気を通しやすい
武蔵野礫層へ漏出する。

②空気を通しにくいローム質土層が蓋となり、空気は
武蔵野礫層内を横方向に移動する。

③造成箇所が入間川に近接していたため、移動した
空気は入間川の河床等から出て気泡が発生する。

○令和５年１１月２日の地盤補修工事の改良体造成作業中に入間川において発生した気泡について、周
辺環境への影響を確認するため地盤補修に関する削孔及び造成作業を一時中止し、気体調査等を行
いました。

○気泡が発生した原因や発生した空気が周辺環境へ影響を与えるものではないことを有識者に確認し、
令和６年２月５日から地盤補修に関する削孔及び造成作業を再開しています。

計測位置

監視員配置状況 酸素濃度の計測イメージ
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入間川で発生した気泡（調査結果）

○令和５年１２月に実施した気体調査等の結果は以下の通りです。

気体調査変状調査

水質調査

〇点検と測量の結果、気泡の発生前後で、造成作業実施箇所周辺
や河川管理施設、地表面に特段の変状は確認されませんでした。

変状調査（測量）変状調査（点検）

調査実施状況（水質調査）

○気泡自体の酸素濃度は、基準値を満足しており、大気中の酸素
濃度と同程度でした。

○また、有識者へ結果を報告し、発生した気体が大気に影響を与
えていない事を確認しています。

＜採取した気体を測定した酸素濃度＞

なお、気体の発生量は0.67L/minでした。

○河川内の水質調査の測定値は、気泡発生箇所の上流側と下流側を比較しても大きな変化はありませんでした。
○また、有識者へ結果を報告し、発生した気泡が河川の水質に影響を与えていない事を確認しています。

気泡発生状況

１）水素イオン濃度を測定

※今回、調査時間が昼頃であることから、藻類等の繁茂に伴う光合成の影響により、気泡発生中の数値が上
昇したものと推定しています。

２）セメント分に含まれる六価クロムの含有量を測定

３）水の濁りを測定

※河床の泥分等が巻き上げられ、一時的に気泡発生中の数値が上昇したものと推定しています。
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地盤改良体造成作業中の気泡発生に伴うモニタリング結果

○地盤改良体の造成作業中は、河川内の監視及び地表面等のモニタリングを実施し、気泡の発生が確認
された際は酸素濃度計測を実施しています。

○今後も、地盤改良体の造成作業時に空気が漏出する可能性はありますが、引き続き、周辺環境のモニタ
リングを継続し、安全を確保しながら進めてまいります。

※簡易計測機を使用

令和６年１１月３０日時点

地盤補修範囲

至 東名ＪＣＴ
至 中央ＪＣＴ

入間川

Ⓐ

①

Ⓑ
Ⓒ

⑨
③
②

⑥
⑤
④
⑦

＜気泡の発生状況及びモニタリング結果＞

＜位置図＞

⑧

ⒹⒺ

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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地下水の水位変動

地
下
水
の
水
位
変
動

○ 近年の地下水位は、浅層地下水（W-19（浅層））で、約２ｍ程度の範囲で水位変動が
みられます。

○ 変動の要因は主に降雨等による影響と考えられます。

W-18(深層)

W-19(浅層)

地盤補修範囲

観測井C(浅層)

0
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34.0
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降
雨
量

(m
m
)

水
位
標
高

(T
.P
.m

)

雨量(mm) W-16 W-17 W-18 W-19 C

2015年度

浅層地下水

約2ｍの範囲で変動

令和2年
台風14号による降雨

令和4年
台風14号・15号
による降雨

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

令和5年8月
地盤補修着手

2024年度

W-17(深層)W-16(深層)

令和元年
台風19号による降雨

令和3年8月15日
激しい豪雨

令和5年
梅雨前線及び台風2号
による降雨

※地盤補修の支障となるため、観測井C は令和6 年7月18日に撤去しました。

令和6年8月
台風10号による降雨
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○地盤補修に伴う地下水位変動は、地盤補修範囲を透水係数ゼロ（地下水を通さない構造）と
して３次元浸透流解析を行い、その結果、浅層地下水で１０ｃｍ未満、深層地下水で２０ｃｍ
程度と予測しています。

○この変動量は、近年の降雨影響等による水位変動量と比較しても小さく、地盤補修による
影響は、ごく小さいと考えています。

地下水位の変動予測

深層地下水

・深層地下水位の変動量は２０ｃｍ程度 と予測しています ※2
※2 ： 解析で得られた水圧変動量を、水位変動量に換算したもの。

（1kPaは水位変動量に換算すると概ね１０ｃｍ程度に相当します）

地盤補修範囲

変動範囲（＋側）

変動範囲（－側）

凡例

W-18(深層)

至）東名JCT

至）中央JCT

浅層地下水

・浅層地下水位の変動量は１０ｃｍ未満と予測しています ※1
※1 ：浅層地下水位の低下・上昇ともに１０ｃｍ未満のため変動量が表示されません。

至）中央JCT

至）東名JCT

W-19(浅層)

浅層地下水
の流向

深層地下水
の流向

水圧変動量+1kPa

水圧変動量+2kPa

水圧変動量-1kPa
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地下水の流向

○地盤補修は、東久留米層以下を基本として、トンネル直上までを対象に行います。

○東久留米層は、水を通しやすい地盤であり、地下水は地盤改良体を回り込みます。

浅層地下水
の流向

深層地下水
の流向

地盤改良体を回り込むトンネル

地盤
改良体
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地下水モニタリング結果（地下水位）

○地盤補修による地下水への影響を確認するため、1回/日地下水位のモニタリングを実施しています。
○地盤補修範囲近傍の地下水位は、造成作業中の一時的な変動を除き、周辺の地下水位（W-１８（深層）
及びW-１９（浅層））と同じ傾向であるため、地盤補修は地下水位へ影響を与えていないものと考えられ
ます。

○観測井B-2の地下水位は、令和６年２月２０日及び令和６年４月１８日に近傍で造成作業を行った際に一
時的に上昇したものと考えられますが、翌日には元の水位に戻っています。

8/2地盤補修着手 11/3～2/4地盤補修一時中止
令和6年8月台風10号等の影響による大雨
により地下水位が上昇したものと考えられます

※地盤補修の支障となるため、観測井C は令和6 年7月18日に撤去しました。
「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工 24



地下水モニタリング結果（水質）

○地盤補修による地下水への影響を確認するため、定期的に地下水の水質のモニタリングを実施してい
ます。

○地盤補修着手以降、水質への影響は確認されていません。

※１回／日の計測を実施しています。

※令和５年８月から令和６年９月までのモニタリング数値の最小値と最大値を記載しています。

※１回／月の計測を実施しています。
※令和５年８月から令和６年９月までの計測結果は全て同じ結果です。
※計測できる下限値は0.005mg/Lになります。

B-2（深層）B-1（浅層）A-2（深層）A-1（浅層）入間川-2入間川-1水素イオン濃度
（pH）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果 6.3～8.16.0～7.75.7～7.54.7～7.06.9～9.67.0～10.4

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工 25



○地盤補修着手後のモニタリング結果や現地確認状況を踏まえ、騒音・振動を抑制する各種
の取り組みを行っています。

振動・騒音を抑制する各種の取り組み

振動・騒音対策例

排泥タンク上部の防音防音パネル（プラスチック製）防音パネル（金属製）仮囲い（防音タイプ）

排泥タンクから発生する騒音を抑
制するため、排泥タンクの上部に
防音パネルを設置しています。

その他の設備は、防音パネル（プ
ラスチック製）を設置しています。

騒音レベルが大きい高圧コンプ
レッサーと超高圧ポンプは、騒音
低減効果がより高い防音パネル
（金属製）を設置しています。

地盤補修の施工ヤード及び中継
ヤード、プラントヤード等に仮囲い
（防音タイプ）を設置しています。

クレーンの防音シート受電設備ゲートカーテン防音塗料・防振ゴム

エンジンによる騒音を抑制するた
め、ラフタークレーンの周囲に防音
シートを設置しています。

低周波及び振動・騒音を抑制する
ため、発電機の代わりに、電力を
受電する設備を設置しています。

工事による騒音を抑制するため、
車両出入口にゲートカーテンを設
置しています。

管路と受桁の接触音を抑制するた
めの防振ゴムの設置や、管路内
の騒音を抑制するための防音塗
料を塗布しています。
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振動・騒音の測定結果

○地盤補修施工中の振動・騒音レベルについて、測定を実施しました。
○測定日の削孔・造成時の振動・騒音レベルについては、振動レベルL10が44～51dB、騒音
レベルLA5が59～64dBであることを確認しました。

○引き続き、振動・騒音の測定を実施し、振動・騒音対策の効果を検証していきます。

地盤補修範囲

造成時
（R5.9.6）

削孔時
（R5.9.4）

休工時
（R5.9.2）

485031振動レベル
L10（ｄB）

606142騒音レベル
LA5（ｄB)

【測定日①】

造成時
（R6.3.21）

削孔時
（R6.3.18）

休工時
（R6.3.9）

514933振動レベル
L10（ｄB）

636454騒音レベル
LA5（ｄB)

【測定日②】

※振動レベルL10：振動レベルをある時間設定したとき、
全測定値の大きいほうから10％目の値をL10と表します。

※騒音レベルLA5：騒音レベルをある時間設定したとき、
全測定値の大きいほうから5％目の値をLA5と表します。

測定状況

約17ｍ
約9ｍ

振動規制法及び騒音規制法に示す特定建設作業の規制基準
振動レベルL10 ：75dB 騒音レベルLA5 ：85dB

造成時
（R6.9.6）

削孔時
（R6.9.4）

休工時
（R6.9.7）

474427振動レベル
L10（ｄB）

615941騒音レベル
LA5（ｄB)

約12ｍ
凡例

測定点（測定日①）

地盤補修施工中箇所（測定日①）

測定点（測定日②）

地盤補修施工中箇所（測定日②）

測定点（測定日③）

地盤補修施工中箇所（測定日③）

仮囲い（測定時の設置状況）

【測定日③】

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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各種の対策想定されるトラブル事象

 管路の接続部には、高耐圧性の継ぎ手金具を使用します。
 目視点検できる透明ビニルを継ぎ手部に設置し、 管路を点検監視する巡回
員を専任配置し、早期の異常の発見に努めます。

①管路からの漏出
管路の継ぎ手部からセメントスラリー
や排泥が漏れ出す。

 日々の作業終了後、管路に通水することで管路内を清掃し詰まりを防止し
ます。
 それでも詰まりが発生した場合は、高圧噴射ノズルやバキューム車により詰
まりの解消を実施します。

②管路内の詰まり
管路内で排泥等が固着し、排泥が流
れなくなる。

 常に圧力等の状況や地表面変位等を監視しながら施工し、周辺地盤を緩め
て沈下させたり隆起させたりすることがないよう慎重に施工します。
 また、地表面計測・巡回（１回／日）により早期の異常の発見に努めます。

③地盤の変状
高圧噴射攪拌工法施工時、周辺地
盤が変状する。

④排泥の噴出
高圧噴射攪拌工法施工時に、排泥
が周辺地盤から噴き出す。

 現場作業時間は８時から１７時としますが、工事車両は登校時間帯を避け
学校始業開始後の８時３０分以降より資機材の搬入や排泥の搬出を開始し
ます。
 工事車両の出入り口や通行経路に交通誘導員を配置し、安全に通行します。
 クレーン作業時は、施工基面の強度確認、アウトリガーの完全張出、強風時
の中止基準（平均風速 １０ｍ／ｓ以上）の順守を徹底して転倒を防止します。
作業終了時にはブームを縮小格納します。
 作業開始前及び終了時の資機材の点検、作業開始前の手順書の確認や
ＫＹ（危険予知）活動並びに作業従事者全員に対する毎月１回の安全教育を
徹底し、トラブルの防止に最善を尽くします。

⑤工事中の事故
工事用車両による交通事故、クレー
ンの転倒等が発生する。

地盤補修時に想定されるトラブルと対策

○想定されるトラブル事象に対して、各種の対策を実施します。
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○想定されるトラブル事象の事前対策と工事中の安全対策を確実に行い、安全・安心を最優先
に努めてまいります。

○周辺への影響が確認された場合は、住民の皆さまの安全確保を最優先に行動します。

地盤補修時におけるトラブル事象への対応の流れ

地盤補修の開始

住民の皆さまの安全確保に向けた対応

再発防止対策の実施

住民の皆さまへ説明
（ トラブル発生要因 ・ 対応状況 ・ 再発防止対策）

想定されるトラブル事象
① 管路からの漏出
② 管路内の詰まり
③ 地盤の変状
④ 排泥の噴出
⑤ 工事中の事故 など

周辺への影響が生じるトラブル事象の発生

影響範囲や規模の確認
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住民の皆さまの安全確保に向けた対応

1. けが人の有無や、程度を把握し、必要に応じて消防等の関係機関へ連絡します。

2. 周辺にお住まいの皆さまの避難が必要となる場合には、各戸を訪問するなど、直接お知らせした上で、
安全な場所に皆さまを避難誘導します。

・24時間体制で巡回する徒歩巡回員や警戒車両等により、直接、周辺の皆さまにお知らせします。
・誘導員を配置し、歩行者の安全確保を行います。
・必要に応じて、交通規制の実施及び誘導を行います。
・バリケード等による立ち入り禁止措置を実施します。
・施工の一時中止により、安全確保ができない場合、現場の保全措置を行います。
・必要に応じて関係機関と連携し、対応を行います。

3. 住居や周辺道路、水道等への影響を把握し、必要に応じて関係機関と連携した対応を行います。

・停電や断水時における給水等の各種支援を行います。
・周辺道路や河川内の清掃（排泥の噴出時等）を行います。

地盤補修時におけるトラブル事象への対応

○第三者への影響が生じた場合、もしくは影響が想定される場合は、避難誘導など住民の皆さ
まの安全確保に努めます。

また、現場で何かお気づきの点があれば、下記へご連絡ください。

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体 TEL 03-6411-8723（24時間受付）
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清掃活動
入間川ぶんぶん公園の

代替公園の設置

近隣小学校へ

光反射キーホルダーを
配布

引き渡しを受けた家屋
に防犯灯を設置

その他の取り組み

外部自習室の確保工事関係者の明示
降雪時等の

凍結防止剤の散布

○地盤補修工事を進めるにあたり、住民の皆さまのご意見を頂きながら、下表の取り組み等を
実施しています。

※実際の自習室にPCはございません。

※写真はイメージです。
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○地盤補修工事の進捗○翌月の工事予定

○地盤補修工事工程表

■掲示板 設置状況（令和６年１１月時点）■ホームページでの公表 URL: http://tokyo-gaikan-project.com/
[メニュー] ⇒ [外環のイマ] ⇒ [陥没・空洞発生箇所の地盤補修実施状況]

○ホームページや現場付近に設置している掲示板にて地盤補修工事の進捗状況や今後の予
定、モニタリング結果等をお知らせしています。

○地盤補修工事の１週間ごとの作業予定については、掲示板にてお知らせしています。
○今後もオープンハウス等を開催し、地盤補修の進捗状況等をご説明します。

地盤補修工事に関するお知らせ

○地下水モニタリング結果 ○振動・騒音測定結果

■掲示板への掲示状況

掲示板設置個所

凡例

「基盤地図情報」（国土地理院） （https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）をもとに、東日本高速道路㈱が加工
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補償対象地域

地盤補修範囲

※上記範囲外についても損害等の申し出があった場合、因果関係等確認のうえ個別に対応を検討してまいります。

（
甲
州
街
道
）

補償等（補償対象地域・地盤補修範囲）
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（補償方針）

・本事故により建物等に損害が発生した場合において、原則として従前の状態に修

復、復元するなど原状を回復（補修）いたします。

・それ以外に実際に発生した損害につきましても補償いたします。
補償項目としては、家賃減収相当額、地盤補修工事完了後において生じた不動
産売却損、疾病等による治療費などです。

・相談窓口や個別訪問時に、皆さまから不安や被害の状況をお伺いしております
が、実際に発生している損害は個々の事情によって異なっております。
引き続き状況をお伺いし、誠意をもって対応いたします。

・地盤補修範囲にお住まいの方へ、仮移転または事業者による買取り等のご相
談をさせていただいております。

・補償に関する専門チームを設置し、個別に内容やご事情を確認しながら、誠意を
もって対応してまいります。

補償等（補償の方針）
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○陥没・空洞箇所周辺にお住まいの約１,０００世帯の皆さまへ､補償や家屋中間調

査に関するご案内等を行うとともに、専用フリーダイヤルや相談窓口等において、
住民の皆さまからのご相談やお問合せ等に対応させていただいております。

○家屋中間調査を実施したお宅の補修工事を行う等、被害の申し出をいただいた住
民の皆さまに、個別の事情をお伺いし、必要な補償・補修の対応をさせていただ
いております。

○地盤補修にあたり、補償対象地域においてこれまで家屋調査を実施していない方
については、ご希望に応じて家屋調査を実施いたします。また、陥没・空洞事故

以降にご自宅の建替えやリフォームを行われた方におきましても、ご希望に応じ
て家屋調査を実施いたします。

○地盤の補修範囲にお住まいの皆さまへは、確実に地盤の補修を行うため仮移転
または買取等のお願いをさせていただくとともに、調査や測量にもご協力いただき
ながら、地盤補修の施工を行ってまいります。

補償等（現在の対応状況）

35



補償・補修の対応状況

件数対 応 状 況

約１,０００補償対象地域の世帯数

約 ２９０家屋調査のご相談がある世帯数

約 ２９０うち、家屋調査が完了した世帯数

約 ２９０うち、家屋の補修等を実施中もしくは完了となっている世帯数

約 ６０上記以外の実際に発生した損害に関する補償等のご相談について対応を行っている世帯数

令和６年１１月３０日時点

補償等（補償・補修の状況等）
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相談窓口・お問い合わせ先

○東つつじケ丘に、常設の相談窓口を設置しています。
○現在、常設の相談窓口に加え、土曜・日曜の実施や複数の相談窓口を設置する対応を
行っています。

○相談窓口については、令和７年１月２０日につつじヶ丘駅北口側へ移転を行います※。
（詳細は次ページ）

開設時間：平日 10：00～17：00
（事前予約のご協力をお願いします）

相談窓口 入口

相談ブースのイメージ

住所：東京都調布市東つつじケ丘2丁目30-4
YSコア 地下1階

TEL：03-5969-9185

相談受付所
YSコア 地下１階

入間川ぶんぶん公園

地理院地図（国土地理院） （https://maps.gsi.go.jp/）
をもとに、東日本高速道路（株）が加工位置図

※令和７年１月１７日をもって現在の相談所は閉所となります。
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つつじヶ丘駅

位置図

相談窓口 移転先

横田ファイブビル

相談窓口の移転について

開設時間 ：平日 10：00～17：00 （事前予約のご協力をお願いします）

移転先住所：東京都調布市西つつじケ丘３丁目３７－２ 横田ファイブビル

（つつじヶ丘駅北口から徒歩２分）

※電話番号については変更になりますので、チラシ・掲示板等で
改めてお知らせいたします。

①つつじヶ丘駅北口を出て
右手方向へロータリーに
沿ってお進みください。

②マンションと駐車場の間の
スロープを上り直進してください。

○現在、設置している常設の相談窓口につきまして、つつじヶ丘駅北口側への移転を行います。
○相談窓口の移転は、令和７年１月２０日を予定しています。詳細については、周辺の皆さまに
チラシ・掲示板等でお知らせいたします。

案内図
①

駐車場

（コインパーキング）

マンション

②

相談窓口

①

②

マンション

③

駐車場

（コインパーキング）

つつじヶ丘駅

北口

③

③右側に相談窓口があります。

地理院地図（国土地理院） （https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路（株）が加工

相談窓口 入口

38



○作業服を着た人間が鹿島ＪＶの関係者などを名乗り訪問し、
「ご自宅周辺で作業を行うのでお知らせにきた」
「隣接地で作業を行うため敷地内に入らせてほしい」
「家屋解体の作業中にお宅の屋根に損傷を見つけた」

工事内容等を質問すると、「下請けの作業員なので、詳しいことは分からない」などと回答する例が
確認されています。

地盤補修工事の関係者を名乗る不審者にご注意ください

○地盤補修工事等の関係者を名乗る不審者が周辺家屋を訪問しているとの情報が確認されて
います。

○工事のお知らせ等でご自宅を訪問する際は、鹿島JV職員またはNEXCO東日本社員がお伺い
します。協力会社（下請業者）が訪問することはありません。

○巡回員による不審者への警戒のほか、調布市や警察のパトロール頻度を強化していただいて
いますが、住民の皆さまにおかれましても、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

【訪問者が不審だと感じた場合は】

○ご自宅への訪問者が不審な場合は、自宅内へ訪問者を入れず、警察へご連絡ください。

○訪問者が不審者かどうか迷われた場合は、訪問者の所属と氏名を確認し、
お問い合わせ先（次ページ）へご連絡ください。

【確認された不審者の例】

警察へのご連絡先

最寄りの警察署 または 警視庁総合相談センター #9110
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お問合せ先お問合せ内容

東日本高速道路㈱関東支社
東京外環工事事務所

ＴＥＬ ０１２０－８６１－３０５
（フリーコール：平日9:00～17:30）

陥没・空洞事故に関する

ご相談等

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体
ＴＥＬ０３－６４１１－８７２３（２４時間受付）

地盤補修工事の現場で

お気づきの点があった場合

その他外環事業に関すること

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所
ＴＥＬ ： ０１２０－３４－１４９１（フリーダイヤル）
受付時間： 平日 ９：１５～１８：００

東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所
ＴＥＬ ： ０１２０－８６１－３０５（フリーコール）
受付時間： 平日 ９：００～１７：３０

中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所
ＴＥＬ ： ０１２０－０１６－２８５（フリーコール）
受付時間：平日 ９：００～１７：３０

お問い合わせ先
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